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１ ガイドライン改定の趣旨 

たばこの煙にさらされることから人々を保護するため、平成１５年に施行された「健

康増進法」では、受動喫煙の防止措置が努力義務として規定されました。 

本県では、平成２５年３月に策定した『第２次みやぎ２１健康プラン』において、た

ばこ分野のスローガンとして「めざせ！受動喫煙ゼロ」を掲げるとともに、受動喫煙防

止に関する県民の気運醸成を図り、各施設の実情にあった受動喫煙防止対策に自主的に

取り組むことを促すため、平成２６年１２月に「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」を

策定し、受動喫煙防止対策を推進してきました。 

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機として国民の健康増進を一

層図るためには、受動喫煙対策をさらに強化していくことが必要であるという認識から、

平成３０年(2018年)７月に健康増進法の一部を改正する法律（平成３０年法律第７８号）

が成立、公布されました。本県においても、これまでのガイドラインが示してきた方向

性を後退させることなく、改正された健康増進法を踏まえた取組を加えた改定をするこ

とにより、なお一層の受動喫煙防止対策を推進するものです。   

今回の改訂では、第３次みやぎ２１健康プラン等本県の関連プランの追加、データの

更新を行いました。 

 

２ 受動喫煙防止の必要性 

（１）受動喫煙とは 
喫煙者が吸っている煙だけではなくたばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、

多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても、身の回りのたばこの煙を吸

わされてしまうことを受動喫煙と言います。 

 

（２）煙の種類と副流煙に含まれる有害物質 

たばこの煙は、５、３００種類以上の化学物質を含み、 

発がん性物質が約７０種類含まれています。 

  たばこの煙は、喫煙者が吸い込む「主流煙」と、点火 

部分から立ち昇る「副流煙」及び喫煙者から吐き出され 

る「呼出煙」に分けられます。各種有害物質は、主流煙 

より副流煙の方に多く含まれています。実際に受動喫煙 

に関与する煙は副流煙と呼出煙で、これらは「環境たば 

こ煙」とも呼ばれます。 

 また、最近登場した加熱式たば 

こと電子たばこについて、加熱式 

たばこは紙巻たばこと同量程度の 

ニコチンが含まれていますが、日 

本で販売されている電子たばこに 

副流煙に含まれる有害物質 

（主流煙に含まれる量を１とした場合） 

ニコチン 

（血流を悪化） 
２．８～１９．６倍 

タール 

（発がん性物質） 
１．２～１０．１倍 

一酸化炭素 

（酸素不足を招く） 
３．４～２１．４倍 

主流煙 
 

出典：厚生労働省 「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する 

検討会報告書」(平成 28 年 8月） 

呼出煙 

副流煙 
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はニコチンが含まれていません。日本ではニコチン入りの電子たばこの譲渡・販売は禁

止されています。 

加熱式たばこに関する受動喫煙のリスクについては、科学的根拠が十分ではなく、更

なる研究が必要とされています。しかし、たばこ葉を含む全てのたばこ製品は有害であ

り、加熱式たばこも例外ではありません。 

 

紙巻たばこ・加熱式たばこ・電子たばこの違い 

 紙 巻 た ば こ 加熱式たばこ 電子たばこ 

たばこ葉 あり あり なし 

ニコチン 含む 含む 日本では含まない 

副流煙 出る 出ない 出ない 

灰 出る 出ない 出ない 

におい ある 少ない 少ない 

 

（３）受動喫煙による健康影響 

たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれています。家族に喫煙者がい

たり、喫煙可の店内で働いたりするなど、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、健康

への悪影響を受けることが分かっています。 

受動喫煙による健康への影響については、厚生労働省の「喫煙と健康 喫煙の健康影

響に関する検討会報告書」（平成２８年８月）によると、受動喫煙との関連が「確実」と

判定された病気や症状として、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん、乳幼児突然死症候群(SIDS)、

不快な臭気、鼻への刺激感、喘息が報告されています。また、受動喫煙との関連の可能

性があるものとして、乳がん、低出生体重・胎児発育遅延、喘息の発症や重症化、慢性

閉塞性肺疾患(COPD)などがあげられています。 

我が国では、受動喫煙が原因で年間約１５、０００人が死亡していると推計されてい

ます。死亡数の約半分を占めるのが脳卒中による死亡であり、虚血性心疾患が約３割、

肺がんが約２割となっています。 
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出典：「禁煙支援マニュアル（第二版）増補改訂版」(厚生労働省、平成 30年 5月） 

 受動喫煙による健康影響 



 

- 4 - 

 

３ 背 景 

（１）たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 

平成１７年２月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」（ＦＣＴＣ）が発効

しました。この条約は、世界保健機関（ＷＨＯ）の下で作成された保健分野における初め

ての多数国間条約であり、たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現在及び将来の世代

を保護することを目的として、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制とたばこの規

制等に関する国際協力について定めたものです。 

受動喫煙に関しては、第８条で「たばこの煙にさらされることからの保護」について

規定されています。 

 

（２）健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の推進 

平成１５年５月１日に健康増進法が施行され、その第２５条では、多数の人が利用す

る施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ないこととされました。 

また、平成２２年には厚生労働省から「今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性と

して、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきであ

る。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニ

ーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。また、特に、屋外であっても

子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。」

との内容の通知が発出されました。 

国民の健康増進を一層図るためには、受動喫煙対策をさらに強化していくことが必要

であるとして、平成３０年７月に健康増進法が改正されました。その改正の趣旨は、 

・「望まない受動喫煙」をなくす。 

・受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。 

・施設の類型・場所ごとに対策を実施する。 

という３つの基本的な考え方に基づいて、受動喫煙対策を新たに設ける義務の下で段階的

かつ着実に前に進めるものです。 

 

（３）職場における受動喫煙防止対策 

職場における受動喫煙防止対策については、平成４年以降、労働安全衛生法に定めら

れた快適職場形成の一環として進められてきましたが、平成２２年６月に閣議決定された

「新成長戦略」において２０２０年までに受動喫煙の無い職場の実現を図るとの目標が掲

げられました。 

また、平成２５年２月に厚生労働省が策定した「第１２次労働災害防止計画」の中で

も、平成２９年度までの目標として「職場で受動喫煙を受けている従業員の割合を１５％

以下とする」とされ、講ずべき施策として普及啓発及び受動喫煙防止対策の強化が示され

ました。 

さらに、平成２６年６月労働安全衛生法が一部改正となり、受動喫煙防止のため、事
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減塩！ 

あと 3g 歩こう！ 

あと 15分 

めざそうよ 宮城一丸
みやぎいちがん

 脱メタボ 

めざせ！ 

受動喫煙 

ゼロ 

業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定が新たに設

けられました。 

令和元年７月には、健康増進法の一部改正を踏まえ、「職場における受動喫煙防止のた

めのガイドライン」が策定され、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るた

め、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項が一体的に示されまし

た。 

 

４ 宮城県の受動喫煙防止対策の目標 

令和６年３月に策定した『第３次み

やぎ２１健康プラン』では、県民一人

一人が生きがいを持ち、充実した人生

を健やかに安心して暮らせる健康みや

ぎの実現を目指し、基本方針として第

２次プランの「健康寿命の延伸」、「健

康格差の縮小」に加えて「予防対策の

充実」と「連携と協働による、誰一人

取り残さない、より実効性のある健康

づくりの展開」を新たに追加しました。 

また、本県の特徴的な課題の改善に 

 向けて、より実効性のある取組を展開するために、「栄養・食生活」「身体活動・運動」

「たばこ」の３分野は引き続き重点として取り組みます。 

 

 

 

項    目 
ベースライン値 

（R4） 
目標値（R17） 

受動喫煙
の機会を
有する人
の割合の
低下 

家 庭 
（毎 日） 

12.6％ ０％ 

職 場 
（毎日・時々） 

22.0％ ０％ 

飲食店 
（毎日・時々） 

13.8％ ０％ 

（宮城県令和４年 県民健康・栄養調査」） 

 

５ 宮城県における受動喫煙の状況 

 

（１）県及び市町村公共施設における受動喫煙防止対策の状況 

平成３１年２月１日現在で、県有施設（２０２施設）及び市町村有施設（２、２９２

施設）の合計２、４９４施設を対象に実施した「県及び市町村公共施設の受動喫煙対策

調査」の結果、敷地内禁煙としているところは１、５７６施設（６３．２%）、建物内禁

） 

受動喫煙防止に関する目標 
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煙としているところは８８６施設（３５．５%）、専用喫煙室を設置しているところは  

２０施設（０．８％）、喫煙コーナーを設置しているところは１２施設（０．５%）でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県内事業所における受動喫煙防止対策の状況 

県内民間事業所（仙台市を除く）を対象に実施した「民間施設受動喫煙防止対策実施

状況調査」によると、平成３１年２月１日現在で、敷地内禁煙としているところは   

４３７事業所（２０．７%）、屋内禁煙としているところは９４２事業所（４４．７%）、

屋内に喫煙専用室を設置しているところは２１４事業所（１０．２%）、屋内で自由に喫

煙可としているところは４５８事業所（２１．７%）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

敷地内禁煙

20.7%

屋内禁煙

44.7%

喫煙専用室

10.2％

自由に喫煙可

21.7%

無回答

2.7%
平成３１年宮城県保健福祉部健康推進課 

「民間施設受動喫煙防止対策実施状況調査」 

県内民間事業所(仙台市を除く)のうち層化無作

為抽出法にて 5、000 事業所を抽出し、うち廃業

等を除いた 4、677 事業所を対象に実施。 

2、108 事業所から回答（回答率 45.1％）。 

県及び市町村公共施設の受動喫煙防止対策について 

平成３１年宮城県保健福祉部健康推進課 

 

敷地内禁煙

63.2%

建物内禁煙

35.5%

専用喫煙室

0.8%

喫煙コーナー

0.5%

民間施設の喫煙防止対策について 
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（３） 家庭、職場、飲食店における受動喫煙の状況 

令和４年の受動喫煙の機会があった者の割合を性別、場所別で全国と比較すると、男

女ともに、全ての場所で割合が高い状況です。特に、男性は職場で、女性は家庭で割合

の高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.4

14.2

2.4 3.6 0.1 0.6

6.9
9.8

6 7.3 7.7 10
0

20

40

60

全国

（家庭）

宮城県

（家庭）

全国

（職場）

宮城県

（職場）

全国

（飲食店）

宮城県

（飲食店）

ほぼ毎日 時々
（％）

場所別受動喫煙率（男性） 

 

5.4

11 9.6 16.7
0.4 2.6

3.1 6.9 13.2
16.7

13.2 14.7
0

20

40

60

全国

（家庭）

宮城県

（家庭）

全国

（職場）

宮城県

（職場）

全国

（飲食店）

宮城県

（飲食店）

ほぼ毎日 時々（％）

宮城県「令和４年 県民健康・栄養調査」  全国「令和４年 国民健康・栄養調査」 

場所別受動喫煙率（女性） 
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６ 施設・区域における受動喫煙防止対策の方向性 

健康増進法の改正により、多数の者が利用する施設（二人以上の者が同時に、又は、

入れ替わり利用する施設）の類型に応じて、施設の管理権原者は、敷地内禁煙、原則屋

内禁煙といった措置を講じることが法律上の義務となりました。 

受動喫煙による健康影響が大きい 20歳未満の方、患者等が主に利用する施設である学

校、病院等、また率先して住民の健康増進に取り組むことが求められる行政機関につい

ては第一種施設として、敷地内禁煙とされました。また、第一種施設以外のほとんどの

施設については、第二種施設として屋内は原則禁煙とされ、たばこの煙の流出を防止す

るための技術的基準に適合した喫煙専用室等でのみ喫煙できることとされました。 

施設の管理権原者等は、喫煙専用室等に 20歳未満の者を立ち入らせてはならず、たと

え従業員であっても 20歳未満であれば喫煙可能な場所に立ち入らせてはいけません。 

さらに、規定に違反した場合の罰則規定も設けられました。（詳しくは厚生労働省ホー

ムページを御覧ください。） 

このように、健康増進法により受動喫煙を防止する対策が強化されましたが、大切な

ことは、県民一人一人が受動喫煙防止対策の必要性を理解していただき、法令遵守に努

めながら、望まない受動喫煙をなくす取組を進め、徐々にステップアップしていくこと

です。 

本ガイドラインは、健康増進法第 25条等において受動喫煙防止対策を講じるように努

めることとされた各施設及び子どもの利用が想定される屋外の空間について、それぞれ

の社会的役割や主たる利用者層、利用頻度などを考慮した上で、受動喫煙防止対策の進

め方の方向性をお示ししております。 

各施設を管理している方々が、これを参考にしていただき、受動喫煙防止の取組を進

めていただくことを期待します。 

また、県や市町村は率先して受動喫煙防止対策に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

敷地内 

喫煙場所 

屋内禁煙 

敷地内禁煙 
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改正健康増進法との比較表

 

  

宮城県受動喫煙防止ガイドライン（改定版） 改正健康増進法

対象となる施設 対策の方向性 施設の類型

●幼稚園，小学校，中学校，義
　務教育学校，高等学校，中等
　教育学校，特別支援学校
●児童福祉施設
●その他これらに類するもの

⑴ 敷地内禁煙とすべき
施設

●教育文化施設
　（美術館，博物館を除く）

⑶ 敷地内禁煙又は屋
内禁煙とすべき施設

⑷

●多数の者が利用する事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　等

●公園，遊園地，通学路　等 ⑸ 屋外において受動
喫煙防止のための
配慮が必要な空間

対策

第一種施設
①学校，病院，児童福祉
　施設等その他の受動喫
　煙により健康を損なうお
　それが高い者が主として
　利用する施設として政令
　で定めるもの

敷地内禁煙
ただし，屋外に特定
屋外喫煙場所の設
置可

●行政機関の庁舎
●医療機関
●大学，専修学校等
●公共交通機関
　（バス，タクシー，航空機）

⑵ 敷地内禁煙とすべき
施設
ただし，事情により難
しい場合は，当面，
健康増進法に基づく
特定屋外喫煙場所
を屋外に設置可

②国及び地方公共団体の
　行政機関の庁舎（行政機
　関がその事務を処理する
　ために使用する施設に限
　る）

特定施設等の喫煙禁止場
所以外の場所（屋外や家
庭等）

屋外等に対する規定
なし
ただし，次の配慮義
務あり
①喫煙の際は，周囲の
　状況に配慮すること
②特定施設等の管理
　権原者は，喫煙場所
　を定めるときは，望ま
　ない受動喫煙を生じさ
　せることがない場所と
　すること

第二種施設
　多数の者（二人以上の
　者）が利用する施設のう
　ち，第一種施設以外の施
　設

原則屋内禁煙
ただし，屋内に喫煙
専用室，指定たばこ
専用喫煙室の設置
可●体育館，劇場，観覧場，集会

　場，展示場，百貨店，飲食店，
　金融機関，美術館，博物館，
　商店，宿泊施設（ホテル，旅
　館），屋外競技場，遊技場，娯
　楽施設等
●駅，ターミナル，公共交通機
　関（鉄軌道車両，旅客船）
●社会福祉施設
　（児童福祉施設を除く）

屋内禁煙とすべき施
設で敷地内禁煙とす
ることが望ましい施
設
ただし，事情により難
しい場合は，当面，
健康増進法に基づく
喫煙専用室等を屋
内に設置可

〔経過措置〕
■既存特定飲食提供
施設
次に掲げる要件を全て
満たす施設
ア）令和２年４月１日時点
　で営業している飲食店で
　あること
イ）個人又は資本金5,000
　万円以下の会社が経営
　しているものであること
ウ）客席面積が100㎡以下
　であること

喫煙可能室の設置
可（施設の屋内の全
部の場所とすることも
可）
ただし，届出が必要

※ 20 歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止 

改正健康増進法では、施設の管理権原者及び管理者は、喫煙専用室等（喫煙専用室、

加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室）の喫煙可能な場所に 20 歳未満の者を立ち入ら

せることが禁止されています。たとえそれが清掃作業であっても認められません。 
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（１）敷地内禁煙とすべき施設 

 

対象となる施設 

●幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 

●児童福祉施設 

●その他これらに類するもの 

 

利用者がもっぱら未成年である上記の施設については、受動喫煙の防止という観

点だけでなく、教育上の配慮から、施設の屋内だけでなく敷地内全体を禁煙とする

必要があります。 

 

 

  

 

 

施設の屋内の喫煙を禁止している状態です。 

屋内禁煙 

敷地内禁煙 

屋外であっても人通りが多いところ

では禁煙とすべきです。 敷地内 

敷地への出入口や敷地周辺の道路など

での喫煙について注意が必要です。 

喫煙場所 

施設の屋内も屋外も、その敷地内全てにお

いて喫煙を禁止している状態です。 

屋外に喫煙所を設置する場合は、施設

の出入口や窓からたばこの煙が流れ込ま

ないよう注意が必要です。 

屋内禁煙 

屋内禁煙 

敷地内禁煙 



 

- 11 - 

 

（２）敷地内禁煙とすべき施設 

ただし、事情により難しい場合は、当面、健康増進法に基づく特定屋外喫煙

場所を敷地内の屋外に設置することが可能です。 

 

対象となる施設 

●行政機関の庁舎 

●医療機関 

●大学、専修学校等 

●公共交通機関（バス、タクシー、航空機） 

 

多数の者が利用し、日常生活や社会生活を営む上で利用せざるを得ない施設や、

健康の維持・回復のために利用する施設については、利用者をたばこの煙からしっ

かりと守る必要があります。 

特に行政機関は、率先して住民の健康増進に取り組むことが求められること、医

療機関は、疾病予防や治療を行う社会的役割があること、また、大学、専修学校等

については、利用者が未成年から成年になる時期であり、たばこを吸うことができ

る年齢に達することから、正しい知識を持ち、適切な行動をとれるよう教育するこ

とが期待されます。これらの施設は健康増進法の第一種施設に該当するため、敷地

内を完全に禁煙とすべきですが、当面、例外的に屋外に特定屋外喫煙場所を設置で

きることとします。 

 

 

 

  

【受動喫煙を防止するために必要な措置】 

⑴ 喫煙をすることができる場所が区画されていること。 

⑵ 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。 

⑶ 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。 

※ 特定屋外喫煙場所とは？（第一種施設の屋外に設置可） 

第一種施設の屋外の場所のうち、その施設の管理権原者によって区画さ

れ、受動喫煙を防止するために健康増進法施行規則で定める必要な措置がと

られた場所をいいます。特定屋外喫煙場所を設置する場合は、次の要件を全

て満たす必要があります。 
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（３）敷地内禁煙又は屋内禁煙とすべき施設 

 

対象となる施設 

●教育文化施設（美術館、博物館を除く） 

 

子どもなど20歳未満の者の利用が想定される多数の者が利用する施設については、

利用者をたばこの煙からしっかりと守る必要があります。 

教育文化施設は、健康増進法の第二種施設に該当するため、原則屋内禁煙であり

屋内に喫煙専用室等の設置が可能な施設ですが、本ガイドラインにおいては、まず

は屋内を完全に禁煙にすることに取り組むこととします。そして、受動喫煙防止の

必要性について利用者等の理解を得ながら、受動喫煙をなくす取組を進め、徐々に

ステップアップしていきます。 

 

 

（４）屋内禁煙とすべき施設で敷地内禁煙とすることが望ましい施設 

ただし、事情により屋内禁煙とすることが難しい場合は、当面、健康増進法

に基づくたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用

室等を設置するなどの適切な対応が必要です。 

 

対象となる施設 

●体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、飲食店、金融機関、美術館、 

博物館、商店、 宿泊施設（ホテル、旅館）、屋外競技場、遊技場、娯楽施設 等 

●駅、ターミナル、公共交通機関（鉄軌道車両、旅客船）  

●社会福祉施設（児童福祉施設を除く）        

●多数の者が利用する事務所等 

   

乳幼児、妊婦、高齢者等を含む多数の人が利用する施設では、施設の屋内を禁煙

とすることが必要です。特に、医学的管理の必要な方が利用する社会福祉施設や通

勤・通学や買い物など日常生活において多数の人が利用する公共交通機関（鉄軌道

車両、旅客船）については、屋内禁煙とすべきです。 

多数の者が利用する事務所等については、平成２６年６月の労働安全衛生法の一

部改正によって、受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置

を講ずることが事業者の努力義務となりましたが、健康増進法改正により原則屋内

禁煙とされました。 

これらの施設においては、施設の実情や利用者のニーズ等、事情により屋内を完

全に禁煙することが難しい場合には、当面、技術的基準に適合した喫煙専用室等を
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設置するなどの適切な対応を講じ、望まない受動喫煙を防止する必要があります。

そして、受動喫煙防止の必要性について利用者や従業員の理解を得ながら、未成年

者及び妊婦、呼吸器・循環器等の疾患を持つ従業員、喫煙しない利用者や従業員へ

配慮した対策を進めることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※ 喫煙専用室とは？（第二種施設の屋内に設置可） 

第二種施設の屋内で喫煙するためには、健康増進法に基づき、たばこの煙の

流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室を設置しなければな

りません。喫煙専用室内で飲食等を行うことは認められません。また、20 歳

未満の者の立入りも禁止されています。さらに、喫煙専用室の出入口及び当該

喫煙専用室を設置する第二種施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要事項

を記載した標識を掲示しなければなりません。詳しくは厚生労働省ホームペー

ジを御覧ください。 

屋外 

禁煙区域 喫煙室 排気装置 

気流 0.2ｍ/秒以上 

【たばこの煙の流出を防止するための技術的基準】 

⑴ 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が０.２ｍ／秒以上

であること。 

⑵ たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画さ

れていること。 

⑶ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 

【喫煙専用室標識】 

※当該場所が専ら喫煙をすること

ができる場所であること 

※当該場所への 20 歳未満の者の

立ち入りが禁止されていること 

 

【喫煙専用室設置施設等標識】 

※喫煙専用室が設置されているこ

と 
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（５）屋外において受動喫煙防止のための配慮が必要な空間 

 

対象となる空間 

●公園、遊園地、通学路 等 

 

屋外であっても子どもの利用が想定される等、多数の者が利用する空間では、受

動喫煙防止のための配慮が必要です。また、喫煙可能区域に未成年者や患者、妊婦

が立ち入ることがないよう、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示するとともに、

たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスターを掲示する等の措置を

講じることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

屋外に喫煙場所を設置する場合の注意 

たばこの煙による影響は、喫煙場所から離れた空間まで及びます。このため、屋外に

喫煙場所を設置する場合は、通路、出入口、人が通る場所から離れた所に設置する等の

配慮が必要です。なお、「喫煙所に対する日本禁煙学会の考え方」（平成 30年 12月）で

は、無風という理想状態下で、一人の喫煙者によるたばこ煙の到達距離は半径７メート

ルの円周内であり、複数の喫煙者が同時に喫煙をする場合は、受動喫煙を防止するため

には、さらに２倍、３倍の距離が必要であるとしています。 

≪砂場≫ 

≪遊歩道≫ 

≪児童遊具≫ 

≪ベンチ≫ 

≪広場≫ 

ポ
ス
タ
ー
・ 

看
板
等 
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７ 県民・行政及び関係機関団体等の役割 

 

受動喫煙防止対策を推進していくためには、社会全体として受動喫煙防止対策に取り組

むという気運を醸成することが大切です。 

そのためには、受動喫煙防止対策の方向性を踏まえ、県民、行政、施設（教育機関、医

療機関、飲食店、事業所等）、保健医療関係団体等が各々の役割を認識し、自ら問題意識を

もって、一体的かつ積極的に取り組むことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民 

公園 

教育機関 

行政 

医療機関 

事業所（職場） 

交通機関 

飲食店等 

家庭 
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（１）県民一人一人の役割 

 

（受動喫煙防止のための理解と行動） 

・一人一人が受動喫煙の健康への影響について理解を深めます。 

・特に、未成年者、患者、妊婦は受動喫煙を避けるよう行動します。 

 

  （喫煙者のマナー） 

・たばこの煙による健康への影響を十分に認識し受動喫煙防止に積極的に取り組みま

す。 

・喫煙禁止場所以外の場所であっても、たばこを吸わない人に配慮し、特に、未成年

者、患者、妊婦の周囲では喫煙しません。 

・限られた空間で長時間過ごすことになる家庭や車内等は、受動喫煙にさらされる時

間が長くなるので、禁煙するなど受動喫煙防止のための配慮を行います。 

・公園や路上などの屋外であっても、周囲に人がいる場合にはたばこを吸いません。 

・歩行中は、他人にやけどを負わせたり、吸い殻のポイ捨てによる火事、ゴミの散乱

の原因にもつながるので喫煙しません。 

      

（２）行政の役割 

・喫煙や受動喫煙による健康への影響について、健康教育の一環として、地域、職域、

学校等と連携した普及啓発を行います。 

 ・研修会の開催やパンフレットの作成・配布により、住民に対し受動喫煙防止に関する

情報提供に努め、受動喫煙等に関する知識の理解を促します。 

 ・受動喫煙による健康影響を受けやすい子ども、患者、妊婦の家庭内における受動喫煙

防止のために、母子健康手帳交付や乳幼児健診など様々な機会を捉えて、禁煙継続の

重要性及び受動喫煙防止について啓発します。 

 ・地域内の公共の場所等における受動喫煙防止対策を推進していきます。 

 ・特定健診やがん検診、各種健康相談等において、たばこをやめたい人への禁煙支援を

行います。 

 

（３）管理権原者等（施設長・経営者等）の役割 

健康増進法において、施設の管理権原者及び管理者には受動喫煙を防止するための

措置を講じなければならない義務があります。 

「管理権原者」とは、施設における望まない受動喫煙を防ぐための取組について、

その方針の判断、決定を行う立場にある者であり、例えば義務の履行に必要となる施

設の設備の改修等を適法に行うことができる権限を有する者をいいます。また、「管理

者」とは事実上、現場の管理を行っている者をいいます。 
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  ①利用者に対する役割 

・受動喫煙防止対策の周知徹底を図るため、ポスター掲示やパンフレットの配布、喫

煙場所の表示等を行います。 

・喫煙可能区域を確保した場合には、喫煙可能区域に未成年者や患者、妊婦が立ち入

ることがないように標識やポスターの掲示等を行います。 

・子どもの利用が想定され、多数の者が利用する空間（屋外、道路、公園等）につい

ても、受動喫煙防止のための配慮を行います。 

・屋外に喫煙場所を設ける場合は、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場

所には設置せず、施設の出入口等からたばこの煙が流れ込まないよう十分配慮しま

す。 

 

   イ 幼稚園、小・中学校、高等学校、児童福祉施設等 

    ・喫煙や受動喫煙による健康への影響について児童・生徒のほか、保護者も対象と

して教育や啓発を行います。 

 

   ロ 大学・専修学校等 

    ・たばこが吸えるようになる時期にあることから、喫煙や受動喫煙による健康影響

など正しい情報の提供を行います。 

 

   ハ 医療機関 

    ・医療を通じた禁煙支援（禁煙相談・禁煙治療）を行います。 

    ・喫煙や受動喫煙による健康影響や禁煙支援についての情報提供を行います。 

 

   ニ 飲食店・社会福祉施設（児童福祉施設を除く）・文化施設・運動施設・交通機関等 

    ・喫煙者にはたばこを吸わない人への配慮、喫煙マナーを呼びかけます。 

    ・屋内禁煙又は喫煙専用室等を設定した場合など、それぞれの状況に応じた周知を

図るとともに、来客者等にも理解と協力を求めます。 

・喫煙可能区域に未成年者や患者、妊婦が立ち入ることがないように、たばこの煙

にさらされることの注意を喚起するポスター等を掲示します。 

 

  ②従業員に対する役割 

   ・従業員の健康確保と快適な職場形成のため、受動喫煙のない職場を実現します。 

   ・喫煙や受動喫煙による健康への影響について情報提供し、適切な受動喫煙防止対策

の重要性を周知し、対策の円滑な推進のために率先して取り組みます。 

   ・衛生委員会等の場を通じて、従業員の受動喫煙防止対策についての意見を十分に把

握します。 

   ・喫煙者に対し、禁煙相談や助言、指導を行う機会を提供します。 

   ・未成年者及び妊婦、呼吸器・循環器等の疾患を持つ従業員に対し、特に配慮します。 

   ・複数の従業員が使用する社用車内は禁煙にします。 
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（４）保健医療関係団体の役割 

・喫煙や受動喫煙による健康への影響について情報発信を行うとともに、禁煙教育や受

動喫煙防止教育にこれまで以上に積極的に取り組みます。 

 ・禁煙治療に保険が適用できる医療機関や禁煙支援薬局について、施設数の増加に向け

た取組や情報提供を行います。 

 

 

８ 宮城県における受動喫煙防止対策 

  

宮城県は、「第３次みやぎ 21健康プラン」に掲げる目標達成のため、健康増進法の周知・

啓発に取り組むとともに、下記の受動喫煙防止対策に取り組みます。 

 

（１）知識の普及啓発、情報提供 

  ①宮城県受動喫煙防止ガイドライン（改定版）の普及 

・市町村及び関係機関・団体等を対象とした、研修会や説明会を開催し、本ガイドラ

インの周知を図ります。 

  

②受動喫煙防止対策に関する研修会や出前講座の開催 

・受動喫煙による健康影響を理解し、特に、子どもや患者、妊婦を受動喫煙から守る

ための方法や役割について認識できるよう県民、施設管理者、保健医療関係団体等

を対象とした研修会や出前講座を開催します。 

   

③ホームページ等の活用 

   ・ホームページやリーフレット等を活用し、受動喫煙による健康影響（特に、妊婦や

子どもに関するもの）及び受動喫煙防止対策について普及啓発を行います。 

・受動喫煙防止対策に関し、県のホームページに掲載するほか、関係機関・団体のホ

ームページからもリンクできるように働きかけます。 

   

（２）受動喫煙防止の環境づくり 

①「受動喫煙防止宣言施設」登録制度 

   ・飲食店等が受動喫煙防止に取り組み、受動喫煙による健康への影響から県民を守る

環境づくりを推進するため、受動喫煙防止対策を講じている施設（受動喫煙防止宣

言施設）を公表し、県民の健康づくりを支援する環境整備を図ります。 
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  ②「受動喫煙ゼロ週間」（９月１日から７日まで）の設定 

 ・県民一人一人が受動喫煙の問題に関心を持ち、受動喫煙防止対策をより一層推進

していくため、「めざせ！受動喫煙ゼロ」をスローガンに、多くの団体や機関等の

積極的な参加を求め、協働で、受動喫煙防止のための広報・啓発活動など様々な

取組を集中的に実施していきます。 

 

③関係機関・団体との連携強化 

 ・関係機関・団体とこれまで以上に連携し、受動喫煙防止に向けた認識や課題の共有

を図りながら、自主的な取組についての協力を求めていきます。 

 ・被用者保険と連携し、特定健診の場等を活用しながら、職域や働き盛り世代におけ

る受動喫煙防止対策についても、さらに強化して取り組んでいきます。 

  

（３）公共施設等における受動喫煙防止対策調査の実施 

・従来から実施している県及び市町村の公共施設を対象とした受動喫煙防止対策の取

組状況に関する調査を年１回実施し、 県ホームページ等で公表するとともに、市町

村における受動喫煙防止対策に取り組む施設の増加に努めます。 

・関係団体等と連携を図りながら、事業所等の受動喫煙防止対策の取組状況について

定期的な状況把握に努めるとともに、事業所等に対し受動喫煙防止対策に取り組む

よう働きかけを行います。  

    

（４）たばこをやめたい人への禁煙支援 

・県ホームページにおいて禁煙支援薬局や禁煙治療に保険が適用できる医療機関を公

表します。 

 

 

 


